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（市民部関係）

１ 専 決 年 月 日 令和３年８月３１日

相 手 方 豊川市在住の３０代男性

損害賠償の額 ８４，２２２円

令和３年６月１５日午後５時２０分頃、豊川市御津町

上佐脇西区５８番３地先の県道交差点において、職員

概 要 の運転する自動車が相手方の運転する自動車に接触

し、当該自動車の一部が破損した。

別紙
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（産業環境部関係）

１ 専 決 年 月 日 令和３年７月１９日

相 手 方 社会福祉法人豊川市社会福祉協議会

損害賠償の額 ２１０，４９６円

令和３年５月１７日午前１０時２５分頃、豊川市南千

両二丁目１番地先の市道交差点において、職員の運転

概 要 する自動車が相手方の職員の運転する自動車に接触

し、当該自動車の一部が破損した。

２ 専 決 年 月 日 令和３年８月２３日

相 手 方 新城市在住の４０代女性

損害賠償の額 １９，６５９円

令和３年５月１７日午前１０時２５分頃、豊川市南千

両二丁目１番地先の市道交差点において、職員の運転

概 要 する自動車が相手方の運転する自動車に接触し、相手

方が負傷した。
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（建設部関係）

１ 専 決 年 月 日 令和３年８月３１日

相 手 方 豊川市在住の５０代男性

損害賠償の額 ５１，３６６円

令和３年７月１４日午前８時頃、豊川市千両町数谷原

５８１番３地先の市道において、相手方の運転する自

概 要 動車のタイヤが路面にできた穴に落ち、当該自動車の

一部が破損した。

２ 専 決 年 月 日 令和３年９月２４日

相 手 方 豊川市在住の５０代男性

損害賠償の額 ５２，３９９円

令和３年８月２０日正午頃、豊川市行明町宮井戸４１

番３地先の市道において、相手方の運転する自動車の

概 要 タイヤが路面にできた穴に落ち、当該自動車の一部が

破損した。

３ 専 決 年 月 日 令和３年９月３０日

相 手 方 豊橋市在住の４０代男性

損害賠償の額 ９１，６４１円

令和３年８月２０日午後１時３０分頃、豊川市行明町

宮井戸４１番３地先の市道において、相手方の運転す

概 要 る自動車のタイヤが路面にできた穴に落ち、当該自動

車の一部が破損した。
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４ 専 決 年 月 日 令和３年１１月２日

相 手 方 豊橋市在住の５０代女性

損害賠償の額 １３２，７０４円

令和２年７月１５日午後８時頃、豊川市篠田町弘法野

８１番地先の市道において、相手方の親族の運転する

概 要 自動車のタイヤが路面にできた穴に落ち、当該自動車

の一部が破損した。
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（消防本部関係）

１ 専 決 年 月 日 令和３年１１月１２日

相 手 方 有限会社大井薬局

損害賠償の額 ５３３，５００円

令和３年８月１７日午前１１時３０分頃、豊川市野口

町道下２０番の相手方店舗の駐車場において、職員が

概 要 消防自動車を駐車したところ、車両の重さでアスファ

ルト舗装の一部が陥没し、破損した。


